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答

弁

第

五

号 
   

衆
議
院
議
員
沢
田
広
君
提
出
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
所
有
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
行
等
安
全
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
五
第
五
号 

平
成
四
年
十
二
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
沢
田
広
君
提
出
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
所
有
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
行
等
安
全
に 

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
使
用
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
状
況
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
予
算
委
員
会
第
七

分
科
会
後
の
平
成
四
年
三
月
二
十
七
日
に
、
月
別
運
航
時
間
及
び
平
成
三
年
十
二
月
分
の
搭
乗
者
の
内
訳
を
報

告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
も
、
必
要
に
応
じ
、
運
航
実
績
を
報
告
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
使
用
者
は
、
航
空
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号)

第
五
十
八
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
航
空
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号)

第
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
行
に
関
す
る
記
録
、
修
理
、
改
造
又
は
整
備
の
実
施
に
関
す
る
記
録
等
を
記
載
し
た 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
か
ら
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
ア
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
株
式
会
社
に
は
、
出
資
子
会
社
の
育

成
等
を
図
る
た
め
、
平
成
四
年
十
一
月
三
十
日
現
在
、
七
名
の
職
員
が
出
向
し
、
主
に
総
務
、
経
理
及
び
営
業

部
門
の
業
務
を
担
当
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
ア
ー
ト
ラ
ン
ス 

ポ
ー
ト
株
式
会
社
の
常
勤
の
役
員
及
び
職
員
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

航
空
日
誌
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
件
に
関
し
て
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
に
よ
り
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
新
幹
線
鉄
道
事
業

本
部
の
車
両
・
保
安
関
係
調
査
員
を
東
京
か
ら
名
古
屋
ま
で
輸
送
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
移
動
の
途
中

に
お
い
て
、
当
該
調
査
員
は
上
空
か
ら
事
故
現
場
の
状
況
を
把
握
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



六
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
件
に
関
し
て
は
、
事
故
の
発
生
し
た
時
刻
が
夕
刻
で
あ
り
、
当
日
は
着
陸
の
場
所
の
確
保
等
運
航

の
た
め
の
諸
条
件
が
整
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
翌
日
、
事
故
現
場
及
び
周
辺
の
状
況
の
把
握
を
目
的
と
し
た

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
を
実
施
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

御
指
摘
の
件
に
関
し
て
は
、
車
体
の
下
に
あ
る
台
車
に
設
け
ら
れ
て
い
る
動
力
伝
達
装
置
の
部
品
の
破
損
が

原
因
で
あ
り
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
に
よ
っ
て
原
因
を
調
査
し
得
る
事
項
で
は
な
い
た
め
、
当
該
車
両
故
障

の
原
因
の
調
査
を
目
的
と
し
た
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
は
実
施
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 

平
成
四
年
三
月
か
ら
十
月
ま
で
の
航
行
目
的
及
び
搭
乗
者
の
内
訳
に
関
す
る
運
航
実
績
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表

第
一
及
び
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



九
に
つ
い
て 

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
第
五
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
災
セ
ン

タ
ー
に
は
、
同
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
監
視
、
操
作
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
、
自
衛
消
防
技
術
認
定

証
を
有
し
、
か
つ
、
防
災
セ
ン
タ
ー
技
術
講
習
を
修
了
し
た
者(

以
下｢

資
格
者｣

と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。 

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
運
転
免
許
を
受
け
て
い
な
い
新
採
用
等
の
職
員
に
列
車
を
操
縦
さ
せ
た
こ
と 

は
、
鉄
道
運
転
規
則(

昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
五
号)

第
八
条
又
は
新
幹
線
鉄
道
運
転
規
則
（
昭
和
三
十

九
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
部
運
輸
局
長
か 

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
八
重
洲
防
災
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
平
成
四
年
十
一
月
三
十
日
現
在
、
九
名
が

業
務
に
従
事
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
資
格
者
は
六
名
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
資
格
者
で
な
い
者
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
資
格
者
の
要
件
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
準
備
中
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 六 

 



         

ら
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
社
長
に
対
し
て
警
告
書
を
発
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
事
態

の
再
発
の
防
止
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

七 

 



           

八 

 



  

九 

 




